
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

消

費

者

訴

訟

費

用

の

貸

付

手

続

の

一

部

改

正

く

ら

し

安

全

安

心

課

（

県

例

規

集

登

載

）

○

指

定

納

付

受

託

者

の

指

定

デ

ジ

タ

ル

推

進

課

○

〃

税

務

課

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

の

届

指

導

監

査

室

出

○

漁

船

保

険

付

保

義

務

の

消

滅

水

産

課

○

都

市

計

画

下

水

道

の

事

業

計

画

の

変

更

認

可

都

市

計

画

課

○

パ

ー

キ

ン

グ

・

チ

ケ

ッ

ト

発

給

手

数

料

の

収

納

交

通

規

制

課

事

務

の

委

託

【

公

告

】

○

大

規

模

小

売

店

舗

の

変

更

の

届

出

の

縦

覧

経

営

支

援

課

○

〃

〃

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

【

教

育

委

員

会

】

○

岡

山

県

文

化

財

保

護

条

例

に

基

づ

く

文

化

財

の

教

育

委

員

会

指

定 岡

山

県

公

報

令和４年３月１１日 第１２３７７号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
号

消
費
者
訴
訟
費
用
の
貸
付
手
続
（
昭
和
五
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
八
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
手
続
の
特
例
）

訴
訟
費
用
交
付
請
求
書
、
訴
訟
費
用
借
用
証
書
、
訴
訟
費
用
返
還
猶
予
申
請
書
（
こ
れ
に

第
十
一
条

添
付
す
る
書
類
を
含
む

、
訴
訟
費
用
返
還
免
除
申
請
書
（
こ
れ
に
添
付
す
る
書
類
を
含
む

）
及

。
）

。

び
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
届
出
書
（
以
下
「
請
求
書
等
」
と
い
う

）
に
つ
い
て
は
、
電

。

（

（

。

。
）

子
情
報
処
理
組
織

県
の
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

入
出
力
装
置
を
含
む

以
下
同
じ

と
請
求
等
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理

組
織
を
い
う

）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
請
求
書
等
は
、
岡
山
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

（

）

。

術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

平
成
十
六
年
岡
山
県
規
則
第
十
八
号

の
規
定
を
準
用
す
る

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和４年３月１１日　岡山県公報　第１２３７７号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
号 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
納
付
受
託
者
を
指
定
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
三
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
住
所 

株
式
会
社
エ
フ
レ
ジ 

大
阪
府
大
阪
市
北
区
大
深
町
四
番
二
十
号
グ
ラ
ン
フ
ロ
ン
ト
大
阪
タ
ワ
ー
Ａ 

二 

指
定
の
日 

令
和
四
年
三
月
四
日 

三 

指
定
納
付
受
託
者
が
取
り
扱
う
歳
入
の
種
類 

岡
山
県
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
納
付
す
る
手
数
料
及
び

使
用
料 

四 

指
定
納
付
受
託
者
に
よ
る
納
付
の
事
務
を
開
始
す
る
日 

令
和
四
年
四
月
一
日 

令和４年３月１１日　岡山県公報　第１２３７７号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
六
号 

 

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
納
付
受
託
者
を
指
定
し
た
。 

 
な
お
、
平
成
二
十
七
年
三
月
十
日
岡
山
県
告
示
第
百
七
号
（
指
定
代
理
納
付
者
の
指
定
）
は
、
令
和

四
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
廃
止
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
三
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
及
び
住
所 

株
式
会
社
エ
フ
レ
ジ 

大
阪
府
大
阪
市
北
区
大
深
町
四
番
二
十
号
グ
ラ
ン
フ
ロ
ン
ト
大
阪
タ
ワ
ー
Ａ 

二 

指
定
の
日 

令
和
四
年
三
月
四
日 

三 

指
定
納
付
受
託
者
が
取
り
扱
う
歳
入
の
種
類 

自
動
車
税
種
別
割 

四 

指
定
納
付
受
託
者
に
よ
る
納
付
の
事
務
を
開
始
す
る
日 

令
和
四
年
四
月
一
日 

令和４年３月１１日　岡山県公報　第１２３７７号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
七
号 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
三
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

吉
井
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン   

２  

所
在
地 

赤
磐
市
周
匝
一
三
六 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

社
会
福
祉
法
人
赤
磐
市
社
会
福
祉
協
議
会 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

赤
磐
市
河
本
七
七
八
―
一 

三 

廃
止
年
月
日 

 
 

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
一
一
三
〇
〇
〇
五
一 

五 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

居
宅
介
護 

令和４年３月１１日　岡山県公報　第１２３７７号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
八
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
、
平
成
三
十
年
岡
山
県
告
示
第
百
十
六
号
（
岡
山
加
入
区
）
に
よ
る
指
定

漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に
付
す
べ
き
義
務
は
、
令
和
四
年
三
月
八
日
限
り
、
消
滅
し
た
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

加
入
区
の
名
称

岡
山
加
入
区

令和４年３月１１日　岡山県公報　第１２３７７号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
備
前
都
市
計

画
下
水
道
事
業
備
前
市
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

施
行
者
の

事
業
の
種
類
及
び
名
称

事

業

施

行

期

間

事

業

地

名

称

備
前
市

備
前
都
市
計
画
下
水
道

昭
和
五
十
一
年
二
月
二
十

収
用
の
部
分

事
業

日
か
ら

変
更
な
し

備
前
市
公
共
下
水
道

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日

使
用
の
部
分

ま
で

変
更
な
し

令和４年３月１１日　岡山県公報　第１２３７７号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
十
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

収
納
の
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

委
託
し
た
事
務
の
内
容

パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
手
数
料
に
係
る
収
納
の
事
務

二

委
託
し
た
収
入
の
種
類

パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
手
数
料

三

委
託
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
一
番
一
号

株
式
会
社
セ
ノ
ン

四

委
託
を
受
け
た
事
務
を
行
う
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
及
び
京
橋
町
に
設
置
し
て
い
る
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
設
備

五

委
託
の
期
間

令
和
四
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
二
月
二
十
九
日
ま
で

令和４年３月１１日　岡山県公報　第１２３７７号



〔
九
八
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦
覧

に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

届
出
事
項
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
落
合
店

(1)

所
在
地

真
庭
市
開
田
字
東
沢
三
二
八
番
二
ほ
か

名
称

ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
邑
久
店

(2)

所
在
地

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尾
張
字
宮
西
一
二
二
番
一
ほ
か

２

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

住
所

福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
一
〇
番
一
号

第
一
福
岡
ビ
ル
Ｓ
館
四
階

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

横
山

英
昭

３

変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

(1)

（
変
更
前
）

名
称

（
仮
称
）
ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
落
合
店

（
変
更
後
）

名
称

ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
落
合
店

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名

(2)
（
変
更
前
）

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

宇
野

正
晃

（
変
更
後
）

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

横
山

英
昭

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

(3)
（
変
更
前
）

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

宇
野

正
晃

（
変
更
後
）

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

横
山

英
昭

４

変
更
年
月
日

令
和
三
年
八
月
二
十
四
日
ほ
か

二

届
出
年
月
日

令
和
四
年
三
月
一
日

三

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

縦
覧
の
期
間

令
和
四
年
三
月
十
一
日
か
ら
同
年
七
月
十
一
日
ま
で

２

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課

令和４年３月１１日　岡山県公報　第１２３７７号



〔
九
九
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦
覧

に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

届
出
事
項
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
落
合
店

(1)

所
在
地

真
庭
市
開
田
字
東
沢
三
二
八
番
二
ほ
か

名
称

ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
邑
久
店

(2)

所
在
地

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尾
張
字
宮
西
一
二
二
番
一
ほ
か

２

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

住
所

福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
一
〇
番
一
号

第
一
福
岡
ビ
ル
Ｓ
館
四
階

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

横
山

英
昭

３

変
更
事
項

駐
輪
場
の
位
置
（
ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
落
合
店
の
み
）

(1)

届
出
書
図
面
の
と
お
り

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

(2)

（
変
更
前
）
午
前
十
時

（
変
更
後
）
午
前
九
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

(3)

（
変
更
前
）
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で

（
変
更
後
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で

４

変
更
年
月
日

令
和
四
年
四
月
一
日

二

届
出
年
月
日

令
和
四
年
三
月
一
日

三

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

縦
覧
の
期
間

令
和
四
年
三
月
十
一
日
か
ら
同
年
七
月
十
一
日
ま
で

２

縦
覧
の
場
所

名
称

ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
落
合
店

(1)

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
真
庭
市
産
業
観
光
部
産
業
政
策
課

名
称

ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
邑
久
店

(2)

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
瀬
戸
内
市
産
業
建
設
部
産
業
振
興
課
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〔
一
〇
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
北
溝
手
字
上
仲
田
四
五
四

一
二

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

高
梁
市
落
合
町
阿
部
二
二
九
二

二
東
平
貸
家

－

谷
本

秀
彦

谷
本
真
由
美

三

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号

令
和
四
年
一
月
二
十
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
八
一
号
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〔
一
〇
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
字
拾
壱
ノ
割
七
〇
五

一

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
南
区
宮
浦
二
八
一
四

中
本

真
二

都
窪
郡
早
島
町
早
島
四
二
二
七

一
四
一

－

中
本

成
美

三

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号

令
和
三
年
九
月
二
十
二
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
二
三
〇
号
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

岡
山
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
年
岡
山
県
条
例
第
六
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
岡
山
県
指
定
重
要
文
化
財
の
指
定
を
す
る
。

令
和
四
年
三
月
十
一
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

一

指

定

番

号

有
第
三
八
四
号

二

種

別

重
要
文
化
財

工
芸
品

三

名
称
及
び
員
数

朱
漆
塗
本
小
札
啄
木
糸
威
胴
丸
具
足

一
領

し
ゆ
う
る
し
ぬ
り
ほ
ん
こ
ざ
ね
た
く
ぼ
く
い
と
お
ど
し
ど
う
ま
る
ぐ
そ
く

四

所

在

地

津
山
市
山
下
九
二

津
山
郷
土
博
物
館

五

所

有

者

個
人

六

寸

法

胴
高
三
九
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

兜
鉢
高
二
〇
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

大
袖
高
三
九
・
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

七

製

作

年

代

江
戸
時
代
前
期
（
一
七
世
紀
）

八

指

定

理

由

本
甲
冑
は
、
津
山
藩

主
松

平
家
に
伝
来
し
た
も
の
で
、
日
本
甲
冑
の
諸
形
式
で
は
安
土
桃
山

つ
や
ま
は
ん
し
ゆ
ま
つ
だ
い
ら

け

時
代
に
出
現
す
る
当
世
具
足
に
分
類
さ
れ
る
。
当
世
具
足
は
、

兜

・
面
具
・
胴
・
袖
・
籠
手
・

と
う
せ
い
ぐ
そ
く

か
ぶ
と

め
ん

ぐ

ど
う

そ
で

こ

て

佩
楯
・
臑
当
で
構
成
さ
れ
る
。

は
い
だ
て

す
ね
あ
て

兜
は
、
ヤ
ク
の
毛
を
赤
く
染
め
た
赤

熊
で
表
面
を
覆
っ
た
変
わ
り
兜
で
、
こ
の
よ
う
な
意
匠
の

し
や
ぐ
ま

兜
を
「
唐
の

頭

」
と
も
言
う
。
胴
の
本
体
は
、
朱
漆
塗
の
小
札
を
絹
の
啄
木
組(

白
・
萌
黄
・
焦

か
ら

か
し
ら

茶)

の
組
紐
で
威
し
て
い
る
。
胸
板
な
ど
に
は
、
金
蒔
絵
で
越
前
松
平
家
の
家
紋
で
あ
る
葵
紋
と
巴

お
ど

紋
を
交
互
に
配
し
、
各
所
の
飾
金
具
に
も
葵
紋
が
あ
し
ら
わ
れ
て
お
り
、
徳
川
家
と
の
強
い
関
係
を

示
し
て
い
る
。
ま
た
、
胴
の
草
摺
と
大
袖
、
佩
楯
は
、
い
ず
れ
も
金
小
札
に
紫
・
白
・
紅
の
色
々
威

と
し
た
華
や
か
な
仕
立
て
で
あ
る
。

各
部
の
特
徴
か
ら
、
本
甲
冑
の
製
作
時
期
は
江
戸
時
代
前
期
（
一
七
世
紀
）
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
時
期
の
松
平
家
の
当
主
は
、
徳
川
家
康
の
次
男
・
結
城
秀
康
と
そ
の
嫡
男
・
松
平
忠

直
の
二
代

ゆ
う
き
ひ
で
や
す

た
だ
な
お

に
わ
た
る
。
松
平
家
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
関
が
原
の
戦
い
（
一
六
〇
〇
年
）
の
直
前
、
結
城
秀
康
は

父
・
徳
川
家
康
か
ら
甲
冑
を
拝
領
し
て
お
り
、
そ
の
記
述
と
本
甲
冑
の
特
徴
が
よ
く
一
致
す
る
。

た
だ
し
、
胴
の
金
具
廻
な
ど
細
部
の
形
状
か
ら
、
製
作
時
期
は
関
が
原
の
戦
い
以
降
と
考
え
ら
れ

る
。
近
世
大
名
家
に
お
い
て
は
、
歴
史
的
な
勲
功
を
あ
げ
た
先
祖
が
使
用
し
て
い
た
甲
冑
を
、
後
世

の
藩
主
ら
が
模
し
て
作
ら
せ
る
事
例
が
見
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
本
甲
冑
は
、
秀
康
が
拝
領
し
た
も
の

を
意
識
し
つ
つ
、
全
体
の
意
匠
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
徳
川
一
門
に
準
じ
る
高
い
家
格
を
象
徴
す

る
武
具
と
し
て
作
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
本
甲
冑
が
収
め
ら
れ
て
い
る
鎧
櫃
の
中
に
は
、
采
配
一
点
が
入
っ
て
い
る
。
采
配
に
は
、

白
い
ヤ
ク
の
毛
が
使
わ
れ
て
お
り
、
本
甲
冑
と
揃
っ
て
用
い
る
こ
と
を
想
定
し
た
可
能
性
も
あ
る
。

ま
た
、
江
戸
時
代
後
期
（
一
九
世
紀
）
の
本
甲
冑
の
状
況
を
記
録
し
た
古
文
書
二
点
も
入
れ
ら
れ
て

お
り
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
越
前
松
平
家
の
系
譜
を
引
く
津
山
藩
松
平
家
の
什

宝
と
し
て
大
切
に

じ
ゆ
う
ほ
う

さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

本
甲
冑
は
、
江
戸
時
代
前
期
ま
で
遡
る
こ
と
の
で
き
る
大
名
家
伝
来
の
甲
冑
と
し
て
極
め
て
貴
重

で
あ
り
、
美
術
工
芸
品
と
し
て
優
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
歴
史
的
資
料
と
し
て
も
価
値
が
高
い
。

一

指

定

番

号

有
第
三
八
五
号

二

種

別

重
要
文
化
財

考
古
資
料

三

名
称
及
び
員
数

恩
原
一
遺
跡
・
恩
原
二
遺
跡
出
土
石
器

一
、
〇
四
九
点

（
指
定
文
化
財
の
目
録
を
岡
山
県
教
育
委
員
会
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

四

所

在

地

岡
山
市
北
区
津
島
中
一

一

一

岡
山
大
学

―

―
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五

所

有

者

国
立
大
学
法
人

岡
山
大
学

六

製

作

年

代

旧
石
器
時
代

七

指

定

理

由

苫
田
郡
鏡
野
町
上
齋
原
に
所
在
す
る
恩
原
一
遺
跡
・
恩
原
二
遺
跡
は
、
岡
山
大
学
考
古
学
研
究
室

を
中
心
と
し
た
恩
原
遺
跡
群
発
掘
調
査
団
に
よ
り
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
、
平
成
二
十
二
年
に
は
そ

の
一
部
を
含
め
「
恩
原
遺
跡
群
」
と
し
て
県
指
定
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
本
資
料
は
、
恩
原
一

遺
跡
・
恩
原
二
遺
跡
で
確
認
さ
れ
た
旧
石
器
時
代
に
属
す
る
四
つ
の
文
化
層
か
ら
出
土
し
た
石
器
群

の
一
部
で
あ
る
。

恩
原
一
遺
跡
・
恩
原
二
遺
跡
の
発
掘
調
査
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
四
つ
の
文
化
層
は
、
古
い
も
の
か

ら
順
に
、
Ｒ
文
化
層
（
約
三
三
、
〇
〇
〇
年
か
ら
二
八
、
〇
〇
〇
年
前

、
Ｏ
文
化
層
（
約
二
七
、

）

〇
〇
〇
年
前

、
Ｓ
文
化
層
（
約
二
五
、
〇
〇
〇
年
か
ら
二
〇
、
〇
〇
〇
年
前

、
Ｍ
文
化
層
（
約

）

）

一
八
、
〇
〇
〇
年
か
ら
一
六
、
〇
〇
〇
年
前
）
と
名
付
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
的
な
石
器
類
が

。

、

、

出
土
し
て
い
る

Ｒ
・
Ｏ
・
Ｓ
文
化
層
は
ナ
イ
フ
形
石
器
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ

他
に
石
刃

せ
き
じ
ん

ス
ク
レ
イ
パ
ー
、
台
形
石
器
、
石
器
製
作
の
素
材
で
あ
る
石
核
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち

だ
い
け
い

せ
つ
か
く

Ｓ
文
化
層
に
は
、
後
期
旧
石
器
時
代
後
半
期
に
お
い
て
主
に
瀬
戸
内
沿
岸
地
域
で
盛
行
し
た
「
瀬
戸

内
技
法
」
に
よ
る
石
器
群
が
含
ま
れ
て
お
り
、
同
地
域
と
の
関
係
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
旧
石
器

時
代
末
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
Ｍ
文
化
層
は
、
細
石
刃
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
そ
の
製
作
工

さ
い
せ
き
じ
ん

程
を
示
す
細
石
核
や
削

片
な
ど
も
含
む
。
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
東
北
日
本
を
中
心
に
分
布
す

さ
い
せ
つ
か
く

さ
く
へ
ん

る
「
湧
別
技
法
」
に
よ
る
細
石
刃
石
器
群
で
あ
る
。
さ
ら
に
新
潟
県
荒
屋
遺
跡
出
土
資
料
と
類
似

ゆ
う
べ
つ

あ
ら

や

す
る
「
荒
屋
型
彫

器
」
な
ど
も
伴
っ
て
お
り
、
同
時
期
に
お
け
る
東
日
本
と
の
つ
な
が
り
が
確
認

ち
よ
う
き

で
き
る
。

こ
れ
ら
の
石
器
に
使
用
さ
れ
た
石
材
は
、
自
然
科
学
的
分
析
に
よ
る
産
地
同
定
調
査
が
行
わ
れ
た

も
の
も
あ
り

中
国
山
地
に
も
多
く
産
出
す
る
水
晶
の
ほ
か

香
川
県
な
ど
に
産
す
る
安
山
岩

サ

、

、

（

あ
ん
ざ
ん
が
ん

ヌ
カ
イ
ト

、
島
根
県
松
江
市
産
の

玉

髄
・
瑪
瑙
、
島
根
県
隠
岐
産
の
黒
曜
石
、
東
北
・
北
陸
地

）

ぎ
よ
く
ず
い

め

の
う

こ
く
よ
う
せ
き

方
に
産
出
す
る
珪

質
頁
岩
な
ど
が
認
め
ら
れ
、
石
材
に
お
い
て
も
他
地
域
と
の
関
係
が
う
か
が
え

け
い
し
つ
け
つ
が
ん

る
。以

上
の
石
器
類
は
、
旧
石
器
時
代
の
生
活
様
式
の
み
な
ら
ず
、
遠
隔
地
と
の
文
化
的
交
流
あ
る
い

は
直
接
的
な
人
間
の
長
距
離
移
動
を
復
元
で
き
る
資
料
と
し
て
も
重
要
で
あ
り
、
特
に
Ｍ
文
化
層
の

細
石
刃
石
器
群
は
、
東
北
日
本
で
栄
え
た
「
湧
別
技
法
」
が
遠
く
中
国
地
方
ま
で
南
進
し
て
い
た
事

実
を
初
め
て
明
ら
か
に
し
た
点
で
特
筆
に
値
す
る
。
調
査
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
複
数
の
文
化
層
か

ら
出
土
し
た
本
資
料
は
、
岡
山
県
内
は
も
と
よ
り
西
日
本
に
お
け
る
旧
石
器
時
代
研
究
を
大
き
く
前

進
さ
せ
た
点
で
、
学
術
上
の
価
値
が
高
い
。
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